
●
災
害
な
ど
で
固
定
資
産
に
被
害
を
受 

　

け
た
と
き
は

　

資
産
価
格
の
2
割
以
上
の
被
害
を
受
け

た
と
き
は
、
固
定
資
産
税
な
ど
を
減
免
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
5
月
は
軽
自
動
車
税
の
納
付
月
で
す

　

5
月
中
旬
に
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

5
月　

日
ま
で
に
金
融
機
関
で
納
付
を
。

31

※
納
め
忘
れ
が
な
い
口
座
振
替
や
納
税
組

合
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
電
話
加
入
権
を
公
売
し
ま
す

　

と
き
、
と
こ
ろ
＝
5
月　

日　

時
、
同
課

24

10

●
市
県
民
税
の
減
税
を
実
施

　

定
率
減
税
で
、
市
県
民
税
所
得
割
額
の

　

％
相
当
額
（
上
限
4
万
円
）
を
減
税
し

15ま
す
。

●
市
内
の
地
価
を
お
見
せ
し
て
い
ま
す

　

と
こ
ろ
＝
市
役
所
6
階
・
行
政
資
料
閲

覧
コ
ー
ナ
ー
と
各
支
所
、
市
立
図
書
館　

内
容
＝
①
公
示
価
格
（
地
価
公
示
法
に
よ

り
国
土
交
通
省
が
1
月
1
日
現
在
で
調
べ
、

公
示
し
た
も
の
）　

②
標
準
価
格（
国
土
利

用
計
画
法
に
よ
り
、
県
知
事
が
7
月
1
日

現
在
で
調
べ
、
告
示
し
た
も
の
）。
土
地

利
用
現
況
別
に
約
百
三
十
カ
所
を
選
び
、

不
動
産
鑑
定
士
の
評
価
を
基
に
1
平
方
�

当
た
り
の
価
格
で
表
示
し
て
い
ま
す
。

●
永
久
選
挙
人
名
簿
、
在
外
選
挙
人
名
簿

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

と
き
＝
6
月
3
〜
7
日
8
時　

分
〜

30

　

時　

と
こ
ろ
＝
同
事
務
局
（
5
〜
6
日

17は
市
役
所
1
階
・
管
理
員
室
）　

永
久
選
挙

人
名
簿
の
登
録
資
格
＝
昭
和　

年
6
月
2

59

日
ま
で
に
生
ま
れ
、
こ
と
し
3
月
1
日
ま

で
に
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
人

（
6
月
1
日
現
在
で
調
べ
、
新
た
な
有
資

格
者
を
6
月
2
日
に
追
加
登
録
し
ま
す
）

在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
資
格
＝　

歳
以

20

上
の
日
本
国
民
で
国
外
へ
住
所
を
移
し
た

人
（
ほ
か
に
条
件
あ
り
。
同
委
員
会
に
申

請
が
あ
っ
た
人
を
随
時
登
録
）

●
郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
対
象
者

　

の
拡
大
と
代
理
記
載
制
度

　

�
郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
の
対

象
者
の
拡
大
＝
介
護
保
険
法
上
の
要
介
護

者
で
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
状
態
区
分

が
要
介
護
5
で
あ
る
人
ま
た
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
の
免
疫
の
障
害
程
度
が
1
〜
3

級
で
あ
る
人　

�
代
理
記
載
制
度
＝
郵
便

な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
人
で
次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す

る
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
に
届
け
出
た
人
（
選
挙
権
を
有
す

る
人
）
に
、
投
票
に
関
す
る
記
載
を
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
▼
①
身
体
障
害
者
手

帳
の
上
肢
ま
た
は
視
覚
の
障
害
の
程
度
が

1
級
で
あ
る
人　

②
戦
傷
病
者
手
帳
の
上

肢
ま
た
は
視
覚
の
障
害
の
程
度
が
特
別
項

症
か
ら
第
2
項
症
ま
で
で
あ
る
人　

※
郵

便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
、
代
理
記
載

制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
、
届
け
出
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
廃
棄
物
に
関
す
る
書
類
の
提
出
を

　

種
類　

①
P
C
B
廃
棄
物
を
保
管
し
て

い
る
事
業
者
�
保
管
状
況
届
出
書（
2
通
）

②
産
業
廃
棄
物
の
多
量
排
出
事
業
者
�
報

告
書
と
計
画
書　

※
②
は
前
年
度
の
産
業

廃
棄
物
が
千
㌧
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

は　

㌧
）
以
上
の
事
業
者　

提
出
先
＝
同

50
課　

締
め
切
り
＝
6
月　

日
必
着

30

●
在
福
佐
世
保
人
会
が
発
足

　

福
岡
県
に
在
住
す
る
佐
世
保
市
出
身
者

の
親
ぼ
く
を
図
り
、
郷
土
の
発
展
に
貢
献

す
る
こ
と
を
目
的
に
結
成
さ
れ
ま
す
。
福

岡
県
在
住
で
佐
世
保
市
出
身
の
親
類
や
知

人
な
ど
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い　

発
会
式

＝
6
月
6
日　

時
、
博
多
全
日
空
ホ
テ
ル

16

（
福
岡
市
博
多
区
）　

※
詳
し
く
は
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

●
労
働
保
険
料
の
申
告
・
納
付
を

　

事
業
主
の
皆
さ
ん
は
、
労
災
保
険
や
雇

用
保
険
の
申
告
・
納
付
の
手
続
き
を
。
既

に
お
送
り
し
て
い
る
申
告
書
で
ど
う
ぞ　

締
め
切
り
＝
5
月　

日
20

2004.5
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人
権
教
育
の
た
め
の
国
連　

年
佐
世
保
市
行
動
計
画　

同
和
問
題　

わ
た
し
た

10

ち
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
に
生
き
る
権
利
」
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
現
実
に
は

偏
見
や
差
別
が
存
在
し
ま
す
。
現
在
で
も
、
同
和
地
区
に
生
ま
れ
た
と
い
う
だ
け
の
理
由

で
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
受
け
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
同
和
問
題
を
正
し
く
理
解
し
、
差
別

の
な
い
社
会
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。　　

■
お
尋
ね　

市
役
所
人
権
啓
発
課

　
■
市
役
所
市
民
税
課

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
市
福
岡
事
務
所

　
　
（
�
0
9
2
・
7
4
1
・
8
8
0
8
）

　
■
長
崎
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収
室

　
（
�
0
9
5
・
8
4
6
・
6
3
4
5
）

　
■
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課　
　
　

　
（
�
8
5
7
の
0
8
5
1
、
稲
荷
町
1
の

　

8
、
�
�
0
6
6
0
）

　
■
市
役
所
財
産
管
理
課

選挙ひと口メモ　期日前投票制度（その3）

　この制度では選挙期日前であっても、投票用紙を
直接投票箱に入れることができます。
　この制度を利用して投票を行った人が、選挙期日
までの間に市外への転居や死亡などで選挙権を失っ
た場合でも、有効な投票として取り扱われます。
　また、選挙期日には選挙権を有することとなる人
が、選挙期日前は選挙権を有していない場合は、こ
の制度は利用できません。ただし、例外として選挙
管理委員会で不在者投票ができます。
【お尋ね】　市選挙管理委員会事務局

　
■
市
役
所
資
産
税
課
、
納
税
課

　
■
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
■
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

●
来
春
卒
業
予
定
の
大
学
生
な
ど
を
対
象

　

に
し
た
就
職
面
談
会

　

と
き
＝
5
月　

日　

〜　

時　

と
こ
ろ

27

13

16

＝
体
育
文
化
館（
光
月
町
）　

参
加
企
業
＝

約　

社　

対
象
＝
来
年
3
月
卒
業
予
定
の

30
大
学
、
短
大
、
高
専
、
各
種
専
門
学
校
の

学
生
と
、
こ
と
し
3
月
に
卒
業
し
た
未
就

職
者

●
暴
力
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

　

暴
力
団
に
関
す
る
問
題
は
迷
わ
ず
、
恐

れ
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
特
設
相
談
所

　

と
き
＝
6
月
1
日　

〜　

時　

と
こ
ろ

10

17

＝
佐
世
保
市
産
業
会
館（
松
浦
町
）　

相
談

内
容
＝
家
庭
、
近
隣
、
相
続
・
遺
言
、
借

地
借
家
、
金
銭
貸
借
、
い
じ
め
、
体
罰
、

幼
児
虐
待
な
ど
の
問
題　

※
相
談
無
料
、

秘
密
厳
守

●
違
法
な
貸
金
業
者
に
ご
用
心

　

無
登
録
の
貸
金
業
者
か
ら
の
ダ
イ
レ
ク

ト
メ
ー
ル
（
勧
誘
の
手
紙
）
な
ど
を
見
て

融
資
を
申
し
込
ん
で
し
ま
い
、
手
数
料
な

ど
の
名
目
で
次
々
に
料
金
を
請
求
さ
れ
る

と
い
う
被
害
が
増
え
て
い
ま
す
。
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

●
計
量
器
定
期
検
査
日
程
（
5
月
分
）

　

日
程　

①　

日
＝
針
尾
地
区
公
民
館

12

②　

日
＝
江
上
地
区
公
民
館　

③　

日
＝

14

19

三
川
内
地
区
公
民
館　

④　

日
＝
宮
地
区

21

公
民
館　

⑤　

日
＝
日
宇
支
所　

⑥　

日

25

27

＝
東
部
住
民
セ
ン
タ
ー　

⑦　

日
＝
黒
髪

31

2
の
2
組
公
会
堂　

時
間　

①
〜
④
⑦
＝

　

時　

分
〜　

時　

分
、
⑤
⑥
＝　

〜　

13

30

15

30

10

15

時　

※
家
庭
用
の
計
量
器
は
無
料
で
検
査

し
ま
す
。

●
国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例
・

　

申
請
免
除
の
申
請
を

　

学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は
毎
年
度

3
月
ま
で
で
す
。
引
き
続
き
学
生
納
付
特

例
を
希
望
す
る
人
は
、
年
金
手
帳
、
印
鑑
、

学
生
証
（
写
し
）
か
在
学
証
明
書
を
持
参

し
て
5
月
末
ま
で
に
申
請
を
▼
申
請
免
除

（
一
般
の
人
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難
と

認
め
ら
れ
た
場
合
）
の
承
認
期
間
は
毎
年

度
6
月
ま
で
で
す
。
引
き
続
き
申
請
免
除

を
希
望
す
る
人
は
、
7
月
以
降
に
申
請
を

申
請
先
＝
市
役
所
戸
籍
住
民
課
、
各
支
所

●
国
保
の
変
更
届
け
は
2
週
間
以
内
に

　

転
入
、
転
出
、
健
康
保
険
の
種
類
や
記

載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
ら
、
世
帯
主
が

戸
籍
住
民
課
か
各
支
所
で
手
続
き
を
。
ほ

か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
も
、
国
保
を

や
め
る
手
続
き
を
し
て
い
な
い
と
、
保
険

税
を
二
重
に
支
払
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
最

高
3
年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
税
を

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。　

●
出
産
費
資
金
貸
付
制
度
の
ご
利
用
を

　

被
保
険
者
の
出
産
費
用
を
出
産
前
に
貸

し
付
け
、
出
産
後
の
出
産
育
児
一
時
金
で

貸
付
金
を
償
還
す
る
制
度
で
す　

貸
し
付

け
限
度
額
＝　

万
円　

対
象
＝
市
国
民

24

健
康
保
険
の
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
が

見
込
ま
れ
る
人
で
出
産
予
定
日
ま
で
1
カ

月
以
内
の
被
保
険
者
か
、
妊
娠
4
カ
月
以

上
で
医
療
機
関
な
ど
か
ら
費
用
を
請
求
さ

れ
た
被
保
険
者
が
い
る
世
帯　

●１４ 

　
■
佐
世
保
商
工
会
議
所
（
�
�
6
1
2
1
）

　
■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所
（
�
�
1
1

　

4
8
）、
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
県
暴
力
追
放
県
民
会
議
（
�
0
9
5
・

　

8
2
5
・
0
8
9
3
）、
県
警
察
本
部
暴

　

力
追
放
テ
レ
ホ
ン
（
�
0
9
5
・
8
2

　

2
・
0
0
0
7
）、
最
寄
り
の
警
察

　
■
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
2
5
9
1
）

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

市営バスの定期券がICカードに変わりました

【お尋ね】交通局業務課（�25-5111）

　長崎スマートカードと同様に、カードリー
ダーに触れるだけで、乗車・降車ができます。
また、回数券の機能を付加することができ、
乗り越しの場合などに便利になりました。ただ
し、定期券は他社との共通利用はできません。
※市営バス定期券をお持ちの人は、土・日曜、
　祝日、年末年始は「環境定期」として市営
　バス全路線を1乗車100円（定期券利用区
　間外）でご利用できます。

　
■
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
4
8
5
0
）

　
■
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
2
5
9
2
）


